
一時帰宅の子ども預かりについて

大順町-の-‖帥 宅 (磐城区域立入)のために,乳幼児を一時掛かります｡

0 0韻児から未就学児まで､家族や親族､知人にも乳幼児をHIけることができないTども

をおHIかりします(定n30年.i,
○ 掛り時mJは午前7岬～年後5岬30分ですが立入判別川により変動します｡

O Hiり勘所は.大根町n:児室 (6月 lEl榊故)か大雄町役以会慨 松ul張所となります｡
了どもの送迎は保過名で対棚 います｡

･平Ijの立入の勘合 大熊Plr託児室 (福山釈立葵砧や学校の正門に隣接)

会榔 松TrrA来町8-36 Eヨ本姓借款団紫松米川r教会内

･土Ijの立入の島)合 大熊町役以 会慨 松山脈所内の臨時斬り基
○ 利用料金 PP:料としますが､衣服軌や昼食称は保越省持参となります｡

0 7どもの送迎 促越者対応でお願いします｡

○ 申込方法 立入決定日の5日IVは でに 役場窓口かFaxで申込ください.

(受付H州 日 平EIの8時30分～年後5時15分

(問い合わせ先1大熊町役以会純米松出張所 伯諮 0242-26-3844(代衣)
申込先のFax 0242-26-3794 託児中の迎終先 080-3303-4124

一時帰宅の子ども預かり申込書 (窓口･Fax送信用)

^I)/J･IL
保岩壁77の氏名 (父) (lt=f)

ふりカIJ:

了どもの銘 liTJ (リl 女) ら毛 ヶ月

ふりが/i

fどもの名 11fJ (91 女) 歳 ヶ月

iitL紡先 (桝柿
現在の所在地

大場町への立入 (･ii:Er ※一 月 一 日 (行政区gl) 区

※立入は行政(云ilil立となります｡EIPll_が未定の協合は記入しないで下さい｡

大†掛町の住所 大1馴 r大字 牛 布地

特融祁項 (帆 .食,<物アレルギー r小麦粉 ･牛乳｣､おしゃぶり､持柄∧引


